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道の駅おとふけ条例

（設置）

第１条 本町の歴史、文化等の情報発信並びに地場産品の普及宣伝及び販売を通じて産業

の振興及び交流人口の増加を図るとともに、道路利用者の利便性の向上を図り、もって

本町の活性化に資するため、道の駅おとふけ（以下「道の駅」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

道の駅おとふけ 音更町字下音更北９線西１４番地、１６番地、２５番地、字音更

西２線１番地、字音更西３線２番地

（施設）

第３条 道の駅に次に掲げる施設を置く。

（１）農畜産物等の販売施設

（２）飲食提供施設

（３）休憩施設

（４）多目的ルーム

（５）地域情報、観光情報等の提供施設

（６）キッズコーナー

（７）事務室

（８）公衆トイレ

（９）駐車場

（１０）中庭広場

（１１）北側広場

（１２）西側広場

（１３）モニュメントエリア

（１４）なつぞらエリア並びに同エリア内の販売施設及び展示・休憩施設

（１５）前各号に定めるものの附帯施設

（事業）

第４条 道の駅において行う事業は、次に掲げるものとする。

（１）町の歴史、文化等の魅力の発信を行うこと。

（２）地場産品、飲食物その他の物品の販売等のための施設を提供すること。



－ 2 －

（３）道路を通行する者に対し、休憩の場及び道路情報を提供すること。

（４）地域情報、観光情報等を発信すること。

（５）来場者の交流の機会を提供すること。

（６）前各号に定めるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業

（指定管理者による管理）

第５条 道の駅の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第６条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

（１）第４条各号に掲げる事業の実施に関する業務

（２）第８条から第１２条までに掲げる業務

（３）道の駅の利用料金の収納に関する業務

（４）道の駅の施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関する業務

（５）前各号に定めるもののほか、町長が定める業務

（休館日及び開館時間）

第７条 道の駅の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第３条第８号に掲げる施

設の一部及び第９号に掲げる施設（これらの附帯施設を含む。次項において同じ。）に

ついては、年間を通してその利用に供するものとする。

（１）１１月から翌年３月までの月の月曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日）

（２）１２月３１日から翌年の１月３日までの日

２ 道の駅の開館時間は、午前９時から午後６時までとする。ただし、第３条第８号に掲

げる施設の一部及び第９号に掲げる施設については、１日を通してその利用に供するも

のとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、道の駅の管理運営上必要があると認める

ときその他必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間

を変更することができる。

（利用の承認）

第８条 施設等を利用しようとする者（第３条各号の施設の全部又は一部を占有して利用

しようとする者に限る。次条において同じ。）は、指定管理者の承認を受けなければな

らない。

２ 指定管理者は、前項の承認をする場合において、道の駅の管理運営上必要があると認
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めるときは、その承認に条件を付すことができる。

（利用の不承認）

第９条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、前条第１項の承認をしてはならない。

（１）利用の目的が道の駅の設置の目的に反すると認められるとき。

（２）公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

（３）施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

（４）前各号に定めるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認められるとき。

（変更の承認）

第１０条 第８条第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）が利用の内容を変

更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

２ 第８条第２項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

（特別の設備）

第１１条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備を設置しようとするときは、あら

かじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

（利用承認の取消し等）

第１２条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第１項

の承認（第１０条第１項の承認を受けたときは、その変更後のもの）を取り消し、又は

その利用を制限し、若しくは停止することができる。

（１）この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

（２）虚偽の申請その他不正な手段により第８条第１項又は第１０条第１項の承認を受け

たとき。

（３）第８条第２項（第１０条第２項において準用する場合を含む。）の規定により付さ

れた条件に違反したとき。

（４）利用の承認を受けた後において、第９条各号のいずれかに該当したとき。

（５）前各号に定めるもののほか、道の駅の管理運営上特に必要があると認めるとき。

（権利譲渡等の禁止）

第１３条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は承

認を受けた目的以外に利用してはならない。

（利用料金等）

第１４条 利用者は、その利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならない。

２ 利用者が第１１条の設備を設置した場合において必要があると認めるときは、指定管
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理者は、電気料その他の当該設備に要する費用を実費として利用料金に加算して収受す

ることができる。

３ 前２項の規定により指定管理者に納められた利用料金及び費用（以下「利用料金等」

という。）は、指定管理者の収入とする。

４ 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て

定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

５ 指定管理者は、既納の利用料金等を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、

町長が別に定める基準に従い、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。

６ 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等を減額し、又は免除するこ

とができる。

７ 利用者は、指定管理者が定める支払の時期までに利用料金等を支払わなくてはならな

い。

（原状回復の義務）

第１５条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第１２条の規定により利用の承

認を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、指定

管理者の承認を得たときは、この限りでない。

（入場の制限）

第１６条 指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、道の駅の来場

者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

（損害賠償の義務）

第１７条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

２ 町長は、施設等を損傷し、又は滅失した者の責めに帰することができない特別の事情

があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

（町長による管理）

第１８条 第５条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、

道の駅の管理に係る業務を行うことができる。

２ 前項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合においては、第７条第３項中「指定

管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」

と、第８条から第１２条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第１４条

の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第１項中「その利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者」とあるのは「別表に定める額の範囲

内において町長が定める額の使用料を町長」と、同条第２項中「指定管理者」とあるの



－ 5 －

は「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第５項中「指定管理者」と

あるのは「町長」と、「既納の利用料金等」とあるのは「既納の使用料及び第２項の費

用（以下「使用料等」という。）」と、「利用料金等の」とあるのは「使用料等の」と、

同条第６項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金等」とあるのは「使用

料等」と、同条第７項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金等」とある

のは「使用料等」と、第１５条及び第１６条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、

第１４条第３項及び第４項の規定は、適用しない。

（委任）

第１９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第２４４条の２第３項の.規

定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。
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別表（第１４条関係）

区分 単位
利用料金

（単位円）

農畜産物等の販売施設、飲食提供施設及び
１平方メートルにつき１月 １,４００円

事務室並びにこれらの附帯施設

多目的ルームＡ １時間につき ２５０円

多目的ルームＢ １時間につき ３９０円

中庭広場 １平方メートルにつき１時間 ５円

なつぞらエリア内の販売施設 １平方メートルにつき１月 ８００円

北側広場
１平方メートルにつき１月 １０５円

１平方メートルにつき１日 ５円

備考

１ 本表に定める利用料金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

２ 利用の期間が１月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算に

より算定し、当該算定額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

３ 利用する面積に１平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ

る。

４ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とする。


